
今
年
の
主
な
農
業
振
興
に
関
す
る

予
算
の
計
上
で
す
。

〇
畜
産
振
興
事
業

６
０
０
万
円

ア
カ
バ
ネ
・
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
病
等
予
防

注
射
や
県
外
導
入
牛
優
良
和
牛
村
内
保
留

対
策
、
優
良
基
礎
肉
用
雌
牛
・
乳
用
牛
導

入
事
業
の
補
助
、
飼
料
作
物
生
産
振
興
対

策
事
業
補
助
等

〇
水
稲
関
係
事
業

７
，
８
０
０
万
円

水
稲
種
子
購
入
、
カ
メ
ム
シ
防
除
剤
購

入
や
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
経
営
安
定
対
策
、

ケ
イ
酸
カ
リ
・
ゼ
オ
ラ
イ
ト
購
入
補
助
等

〇
葉
タ
バ
コ
関
係
事
業

９
５
万
円

葉
タ
バ
コ
病
虫
害
対
策
（
バ
ス
ア
ミ
ド

等
）
や
生
分
解
性
マ
ル
チ
補
助
（
３
分
の

１
）
等

〇
野
菜
等
振
興
事
業

２
３
０
万
円

そ
ば
刈
取
・
買
取
や
花
卉
・
野
菜
振
興

事
業
（

種
苗
代
２
分
の
１
補
助
）

〇
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業

２
，
８
０
０
万
円

中
山
間
地
域
等
の
農
業
生
産
活
動
体
制

整
備
の
取
り
組
み
を
行
う
団
体
へ
の
支
援

〇
農
地
流
動
化
助
成
事
業２

０
０
万
円

認
定
農
業
者
が
行
う
５
年
以
上
の
農
地

の
賃
貸
借
補
助

新

規
：
貸
手
５
千
円
／
10
ａ

借
手
１
万
円
／
10
ａ

再
設
定
：
貸
手
借
手
と
も
に
新
規
設
定
の

２
分
の
１

〇
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業

４
，
１
０
０
万
円

農
地
の
維
持
や
資
源
向
上
、
多
面
的
機
能

の
増
進
を
図
り
保
全
管
理
す
る
団
体
へ
の
支

援
詳
し
く
は
平
田
村
役
場
産
業
課
（
☎
55
‐

３
１
１
５
）
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▽
定
例
農
業
委
員
会

毎
月
20
日
前
後

▽
畑
作
専
門
員
会

①
平
成
27
年
産
葉
た
ば
こ
販
売
の
現
地
視
察

１
月
13
日
（
Ｊ
Ｔ
東
日
本
原
料
本
部
）

②
平
成
28
年
度
平
田
た
ば
こ
育
苗
セ
ン
タ
ー

種
ま
き
式

３
月
10
日
（
平
田
育
苗
セ
ン

タ
ー
）

▽
研
修
会
等

①
改
正
農
業
委
員
会
法
研
修
会

１
月
20
日

（
平
田
村
役
場
２
階
会
議
室
）

②
後
期
農
業
委
員
研
修
会

１
月
26
日

（
ビ
ッ
ク
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
）

4
月
1
日
に
、
葉
タ
バ
コ
苗
わ
た
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
平
田
育
苗
セ
ン
タ
ー
に
耕
作

者
の
方
々
が
集
ま
り
、
苗
の
引
き
受
け
を
行

い
「
今
年
は
反
収
、
50
万
円
を
目
標
に
生
産

し
た
い
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
村
内
の

耕
作
状
況
は
戸
数
25
戸
で
、
総
面
積
約
20
ｈ

ａ
作
付

の
予
定

で
す
。

今

年

も
天
候

に
恵
ま

れ
、
ぜ

ひ
昨
年

同
様
の

収
穫
を

期
待
す

る
と
こ

ろ
で
す
。

当
委
員
会
で
の
、
農
地
の
賃
借
・
売
買
や

転
用
申
請
等
に
関
す
る
各
種
申
請
の
受
付
日

を
毎
月
10
日
締
め
切
り
（
10
日
が
休
日
の
場

合
は
翌
日
）
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度

の
農
業
委
員
会
法
改
正
に
伴
い
、
毎
月
末
日

締
め
切
り
（
末
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
）

に
変
更
し
ま
す
。

◎
農
地
法
３
条
申
請

・
農
地
を
農
地
と
し
て
賃
借
売
買
す
る
場
合

◎
農
地
法
４
条
・
５
条
申
請

・
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
と
し
て
使
用
す

る
場
合

例
：
一
般
住
宅
・
駐
車
場
・
資
材
置
場
等

◎
農
地
の
賃
借
の
届
出
等

・
利
用
権
設
定

申
請
は
毎
月
末
日
締
め
切
り
（
末

日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
）
で
定
例

会
は
15
日
前
後
に
開
き
ま
す
。
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平
田
村
農
業
委
員
会
だ
よ
り

農業の経営とくらしに役立つ情報

をお届けします。

●毎週金曜日発行

●B3版8～10貢建

●購読料:月700円[送料,税込み]

◇購読のお申し込みは、お近くの

農業委員または村農業委員会事

務局までお願いします 。

各
種
申
請
書
受
付
締
切
は
毎
月
末
日
！

委
員
会
の
活
状
況
報
告
（
1
月
以
降
）

平
成
28
年
度
農
業
関
連
予
算

春
作
業
開
始
、
葉
た
ば
こ
苗
わ
た
し

△蓬田新田集落営農組合共同防除作業

△葉たばこの苗箱を受ける耕作者



農業委員会法が一部改正されました

平成２８年４月から農業委員会法が一部改正されます。農地法に基づく許認可事務のほかに、担い手への

農地利用の集積の推進や、耕作放棄地の発生防止・解消の推進、新規就農・企業等の農業参入への支援など、

「農地利用の最適化推進」の事務を行うこととなります。

１ 農業委員会の役割が「農地利用の最適化推進」として強化されます
農地利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止解消、新規参入の促進）

を推進します。

２ 農地利用最適化推進委員が設置されます
農業委員と共に地域で活動する推進委員を委嘱します。地域からの推薦を受け、農地利用の最適化の

ための実践活動を推進するため、農業委員会で委嘱します。推進委員は農業委員会の総会・部会に出席

し意見を述べることができます。

３ 農業委員の選出方法が変わります
選挙制と選任制（議会、団体推薦）の併用制から、村長が議会の同意を得て任命する方法になります。

地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て就任するため、認定農業者を過半数にし女性や青

年と利害関係者以外の登用を図ります。農業委員の定数は、委員会を機動的に開かれるよう現行を見直し

ます。

４ 「農地利用の最適化推進」に関する意見提出が責務になります
農地利用の最適化推進にあたる農業委員会等として、施策のさらなる改善提

案を行うため、村長に意見を提出します。なお、提出された行政機関は意見

を考慮しなければなりません。

５ 農業委員会活動の「見える化」をさらに進めます
活動状況は全国農業会議所のホームページに「活動整理カード」として公表

されています。今後も農地等の利用の最適化の推進など、活動状況をインター

ネットなどで公表することが義務付けられます。

６ 農業委員会ネットワーク機構が整備されます
農業委員会系統組織の全国農業会議所・県農業会議は、支援組織としての機能を強化するために、新た

に「農業委員会ネットワーク機構」として位置づけられます。

(1) 農業生産法人から農地所有適格法人へ

農業の６次産業化を進めるため、農地の所有が認められている法人の要件である農業生産法人制

度について変更されます。

①法律上の名称を農地所有適格法人に変更します。

②構成員に占める農業者以外の割合も議決権の２分の１未満まで認めます。

③法人の役員の農作業従事要件も、役員等のうち１人以上が農作業に常時従事すれば足ります。

(2) 農地転用制度が変更されます

県知事等の農地転用の申請に際して、申請面積３０ａ以上の場合、農業委員会はあらかじめ「県農

業委員会ネットワーク機構」（県農業会議）の意見を聴取し、その意見を送付することが法律で定め

られます。

◎ 平田村農業委員会では、平成２６年７月に農業委員が改選されたため、その任期が
満了する平成２９年７月までは現行の制度が適用されます。
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